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☆ 栃木県における豚熱の患畜の確認（国内 90
例目）及び「農林水産省豚熱・アフリカ豚
熱防疫対策本部」の持ち回り開催について

（令和６年２月 16 日付けプレスリリース）

　本日、栃木県栃木市の養豚農場において家畜伝
染病である豚熱の患畜が確認されたことを受け、
農林水産省は本日、「農林水産省豚熱・アフリカ豚
熱防疫対策本部」を持ち回りで開催し、今後の対
応方針について決定します。
　現場及び周辺地域にも本病のウイルスが存在す
る可能性があり、人や車両を介して本病のまん延
を引き起こすおそれがあります。現場及び周辺地
域での取材は、厳に慎むよう御協力をお願いいた
します。

1. 発生農場の概要
所在地：栃木県栃木市
飼養状況：約 1,100 頭
疫学関連施設：栃木県芳賀町（1 施設）

2. 経緯
（1） 栃木県は、昨日（2 月 15 日（木曜日））、同県

栃木市の農場から、飼養豚で異常が見られる
旨の通報を受け、当該農場に立ち入り、病性
鑑定を実施しました。

（2） 栃木県の検査により豚熱の疑いが生じたため、
農研機構動物衛生研究部門（注）で精密検査を実
施したところ、本日（2 月 16 日（金曜日））、
豚熱の患畜であることが判明しました。

（注） 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構動物衛生研究部門：国内唯一の動物衛
生に関する研究機関

3. 今後の対応
　本日、「農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策
本部」を持ち回りで開催し、「豚熱に関する特定家
畜伝染病防疫指針」に基づく以下の防疫措置等に
ついて確認を行うとともに、万全を期します。

（1） 当該農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却等の必
要な防疫措置を迅速かつ的確に実施します。
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（2） 感染経路等の究明のため、国の疫学調査チー
ムを派遣します。

（3） 本病の早期発見及び早期通報の徹底を図ります。
（4） 関係府省と十分連携を図るとともに、生産者、

消費者、流通業者等への正確な情報の提供に
努めます。

（5） 農場の消毒や野生動物の農場への侵入防止等
の飼養衛生管理基準の遵守に関する指導を徹
底します。

4. 農林水産省豚熱・アフリカ豚熱防疫対策本部
日時：令和 6 年 2 月 16 日（金曜日）（持ち回り開催）

5. その他
（1） 豚熱は、豚、いのししの病気であり、人に感

染することはありません。
（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす

おそれがあること、農家の方のプライバシー
を侵害するおそれがあることなどから厳に慎
むよう御協力をお願いいたします。
特に、ヘリコプターやドローンを使用しての
取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎む
ようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

☆ 山口県防府市で発生した高病原性鳥インフ
ルエンザ（国内 7 例目）に係る移動制限
の解除について

（令和６年２月 19 日付けプレスリリース）

　山口県は、同県防府市で確認された高病原性鳥
インフルエンザ（今シーズン国内 7 例目）に関し、
発生農場から半径 3km 以内で設定している移動制
限区域について、令和 6 年 2 月 18 日（日曜日）午
前 0 時（2 月 17 日（土曜日）24 時）をもって、当
該移動制限を解除しました。

1. 経緯及び今後の予定
（1） 山口県は、令和 6 年 1 月 27 日に同県防府市の

家きん農場において高病原性鳥インフルエン

ザ（今シーズン国内 7 例目）が発生したこと
を受け、家畜伝染病予防法に基づき、移動制
限区域（発生農場の半径 3km 以内の区域）及
び搬出制限区域（発生農場の半径 3km から
10km までの区域）を設定しました。

（2） 山口県は、令和 6 年 2 月 7 日に発生農場の半
径 3km から 10km 以内の区域について設定し
ている搬出制限を解除しました。

（3） 今般、山口県は、発生農場の防疫措置が完了
した令和 6 年 1 月 27 日の翌日から起算して 21
日が経過する令和 6 年 2 月 18 日（日曜日）午
前 0 時（2 月 17 日（土曜日）24 時）をもって、
移動制限を解除しました。

2. その他
（1） 我が国の現状において、鶏肉や鶏卵等を食べ

ることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイ
ルスに感染する可能性はないと考えています。
https://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_
ah7n9.html（外部リンク）

（2） 現場での取材は、本病のまん延を引き起こす
おそれがあること、プライバシーを侵害しか
ねないことから、厳に慎むよう御協力をお願
いいたします。特に、ヘリコプターやドロー
ンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなる
ため、厳に慎むようお願いいたします。

（3） 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めます
ので、生産者等の関係者や消費者は根拠のな
い噂などにより混乱することがないよう、御
協力をお願いいたします。

3. 参考
　山口県における高病原性鳥インフルエンザの疑
似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ
防疫対策本部」の持ち回り開催について

https://www.maff .go . jp/j/press/syouan/
douei/240127.html

　山口県で確認された高病原性鳥インフルエンザ
の疑似患畜（国内 7 例目）の遺伝子解析及び NA
亜型の確定について

https://www.maff .go . jp/j/press/syouan/
douei/240131.html
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☆家畜衛生レポート（青森県）
青森県東青地域県民局地域農林水産部

青森家畜保健衛生所

はじめに
　青森県は本州の最北部に位置し、三方を海に囲
まれ、森林が県土のおよそ７割を占めております。
　また、中央部に位置する奥羽山脈を境に、日本
海側の「津軽地方」、太平洋側の「県南地方」にお
いて、気候・特性を生かした農業が行われています。
主に津軽地方では米やりんごづくり、県南地方で
は野菜づくりや畜産が主要産業となっています。
　本県の畜産業は豊かな自然と恵まれた飼料基盤
を背景に、酪農・肉用牛をはじめ、八戸港の飼料
穀物コンビナートの立地を生かして養豚・養鶏業
が発展するなど、本県の農業産出額のおよそ３割
を占める基幹産業にまで成長を遂げました。
　こうした中、青森家畜保健衛生所は、昭和 26 年
に県中央部の青森市に設置され、現在は、津軽地
方の１市３町１村を管轄しています。また、県内
５か所の家畜保健衛生所で唯一「病性鑑定課」が
あり、ウイルス・細菌・病理・生化学・飼料部門
において精密検査を行い、県内における家畜防疫
や衛生指導などを支える重要な検査機関として本
県の畜産を支えています。

１　組織体制
　所長、副所長のほか、防疫課、病性鑑定課の２
課で構成され、防疫課は課長を含め獣医師職員１
名、畜産職員１名、技能技師１名、病性鑑定課は
副所長（病性鑑定課長事務取扱）を含め獣医師職
員５名、飼料担当職員１名、非常勤労務員１名の
ほか、総務担当の主幹専門員１名、非常勤事務員
１名の合わせて 13 名で組織されています。

２　管内の畜産
　家畜飼養概況は、県南地方に比べて戸数・頭数
は小規模ですが、青森市や今別町を中心にして、
公共牧場を活用した肉用牛生産、いのししやいの
ぶたの生産のほか、家きんでは、蓬田村に大規模
採卵鶏農場や青森市のあひる（フランス鴨）農場
が所在するなど、特徴的な畜産経営が行われてい
ます。

＜当所の所管図＞

＜青森家畜保健衛生所の外観＞

＜職員の配置状況＞
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　牛の飼養状況は、戸数・頭数ともに減少してお
り、10 年前と比較すると乳用牛・肉用牛ともに約
半数となっています。豚（いのしし・いのぶた含む）
では飼養戸数・頭数とも横ばいとなっています。

３　取組事例
（１）�いのしし及びいのぶた飼養農場への豚熱ワク

チン接種への取組
　管内には豚、いのしし及びいのぶたの飼養農場
があり、それぞれに対し、安全で効果的なワクチ
ン接種方法を検討しました。
　至近距離で連続注射器が使える豚と異なり、い
のししについては、作業の安全性確保と逃走防止
のため、１頭ずつ檻の中に追い込み、檻の外から
ワクチン接種を行う必要があり、そこで、檻の外
から接種可能な長い柄の接種器具を調査しました。
これまでに、いのししの接種に使用した専用器具
の情報がなかったため、動物実験機器メーカーが
市販している図１の器具をいのししへの接種に応
用することとし、ワクチン接種勉強会において接

種を模擬的に試験しました。
　いのししの接種は、図２のとおり檻に入れたい
のししの頸部に先端の針を刺し、手元のバーを押
してワクチンを注入しました。いのししは特に暴
れることもなく、無事に接種を完了することがで
きました。

　いのぶたの接種については、いのぶたは豚より
も警戒心と運動能力が高く、高さ約１ｍの豚房仕
切りを飛び越えて逃走するため、飼養者とともに
追い込みと保定方法について検討しました。その
結果、保定専用の空き豚房を設け、農場の従業員
が空き豚房に１頭ずつ追い込むこととしました。
また、ベニヤ板に持ち手を付けることにより、豚
房への誘導扉かつ保定板にもなるよう加工し、板
でいのぶたの体を豚房の壁に押しつけ、板はその
まま固定できるよう工夫をしました。接種時には、
図３のとおりいのぶたを板と壁の間に挟み、ある
程度保定できましたが、飛び跳ねて逃走しようと
したため、動作が落ち着いたタイミングで接種し
ました。

＜黒毛和種の放牧風景＞

＜図１　いのしし用ワクチン接種器具＞

＜図２　いのししのワクチン接種＞

＜図３　いのぶたのワクチン接種＞
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（２）HPAI 発生時に備えた防疫対応の取組
当所では家畜伝染病の病性鑑定業務を行なうと同
時に、特定家畜伝染病発生時に使用する防疫資材
の備蓄拠点となっています。そのため、これら伝
染病の県内発生時には、各防疫拠点に資材を搬送
する役割も担っており、業務が多忙を極めます。
これらのことから、県内発生時の防疫対応を円滑
に行うため、以下のような取組を行いました。

①防疫資材の管理・搬出方法の見直し
　省力的かつ迅速に資材を搬送するため、全防疫
拠点の初動用資材をカゴ台車で管理しました。
また、資材の管理のため新たな機材として、ハン
ドリフターを導入し、消石灰やブルーシートなど
の多量で重量のある資材を、パレット積みで管理
することによって、倉庫内で省力的かつ迅速な資
材移動が可能となりました。

②効率的な防疫作業機械の導入
　県内での初めての平飼鶏舎内での防疫作業にお
いて、準備していた機材では鶏舎内から鶏の搬出
が困難であった経験から、車輪の大きいアルミ製
リアカーを導入しました。更に、２階建鶏舎の２
階への炭酸ガスボンベの運搬が困難であったこと
から、ボンベを地上においたまま２階で炭酸ガス
を噴射できるよう 10m の噴出ホースを導入したほ
か、炭酸ガス注入の際に、従来品ではレバーが折
れやすい等の課題があったことから、専門メーカー
が開発した引き金式の改良型を使用することにし
ました。
　以上の取組から、迅速な資材の搬送や効率的な
防疫作業が可能となりました。

おわりに
　当所では、今回紹介した業務のほかにも、呼吸
器病や消化器病などの慢性疾病を低減するための
対策や、肉用牛における受胎率向上対策の推進、
死亡牛の BSE 検査、青森県営浅虫水族館における
イルカ、アザラシ等海獣類の定期健康チェック・

＜備蓄資材庫　116 品目　約 21 万点＞

＜防疫拠点ごとに資材をカゴ台車で管理＞

＜新たに導入したハンドリフター＞

＜新たに導入したアルミ製リアカー＞
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治療など、多様な業務に取り組んでいます。
　今後も安全で健康な家畜の生産、農場の生産性

向上を通じて畜産の振興・発展に寄与していきた
いと考えています。

　先日、久しぶりに人間ドックを受け

てきました。日頃の不規則な生活がた

たってどんな結果となるか不安です。健康診断で芳し

くない結果が出て、いつか改善しようと思っていても

きっかけがないとなかなか行動に移せないのはきっと

私だけではないと思います。ただ、実際に第三者から

検査結果を具体的な数値で突きつけられると説得力も

危機感も増して、生活を一変するまではいかずとも、

少しずつは変えられるのではないでしょうか。変えた

行動を新たな習慣として定着させられれば健康時間は

伸びていくでしょう。生産者の皆さんにとって家畜の

飼養管理は日々の習慣となっているはずですが、衛生

管理に不備があっても自分では気付かないこともあれ

ば、気付いていてもなかなか変えることが難しいこと

もあるかと思います。やはり第三者の目が入ることは

不備を見つけ改善に向けて習慣を変える大きなきっか

けとなると思います。改善するための気付きを作るこ

とやその効果をチェックするための定期的な検査は、

人の体も飼養衛生管理にも必要だと思います。飼養衛

生管理の水準向上のために、いかにきっかけを作れる

か、維持するためのモチベーションを作れるか、皆様

からの知恵もいただきながら検討を続けています。
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